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平成 15 年 11 月 19  日 

国土交通省住宅局建築指導課長 殿 

厚生労働省労働基準局 

安全衛生部化学物質調査課長 

石綿含有製品の 製造等禁止に 係る労働安全衛生法施行令改正の 周知について 

当課所掌の施策について 日頃 御理解と御協力をいただき 感謝いたします。 さて、 石綿は 

その粉じんを 吸入することにより、 労働者等に肺がん、 悪性中度 腫 、 石綿肺等の重篤な 健 

康障害をもたらすものであ ることから、 当省におきましては、 石綿を含有する 製品のうち 

国民の安全確保等の 観点からその 使用がやむを 得ないものを 除き、 その製造等を 禁止する 

こととし、 学識経験者による 検討結果を踏まえ、 平成 15 年 10 月 16 日に公布された「労働 

安全衛生法施行令の 一部を改正する 政令」 ( 平成 15 年政令第 457 号 ) により、 石綿を含有 

する建材、 ブレーキ等の 摩擦材及び接着剤の 製造等を禁止することとしたところです。 こ 

の 政令の施行期日は 平成 16 年 10 月 1 日ですが、 禁止対象の製品を 使用している 可能性の 

あ る事業者は建設業を 中心に膨大な 数であ り、 円滑な施行へ 向けて、 当該措置内容の 周知 

徹底と確実な 履行を図る必要があ るところです。 

つ きましては、 ご 多忙の中恐縮ですが、 貴職におかれましてもこの 趣旨を御理解いただ 

き、 地方公共団体の 関係部局等に 本改正内容の 周知用リーフレットを 配置することにっ い 

て 、 御協力を賜りますよ う お願い い たします。 



労働安全衛生法施行令の 一部改正について ( 概要 ) 
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石綿は吸入することにより、 肺がん、 悪性甲皮 腫 、 石綿肺を発生させるこ 

とが明らかになっています。 労働者の健康障害の 防止の観点から、 石綿のう 

ち アモ サイト及びクロシドライトについてほ、 平成フ年に使用等が 禁止され 

ました。 その他の種類の 石綿については 代替化が困難であ ったこと等から、 

使用等の禁止までは 行わず、 局所排気装置の 設置、 呼吸用保護具の 使用等の 

ばく 露 防止対策等による 管理の徹底が 図られてきました。 

近年これらの 石綿についても 代替品の開発が 進んできていることを 踏まえ、 

国民の安全等にとって 石綿製品の使用がやむを 得ないものを 除き、 原則とし 

て 使用等を禁止する 方向で専門家による 検討が行われていましたが、 その結 

果、 代替化が可能であ るとされた製品について、 労働安全衛生法施行令が 改 

正され、 その使用等が 禁止されることとなりました。 

2. 措置の内容 

石綿 ( アモサイト及びクロシドライトを 除く。 ) をその重量の「パーセント 

を 超えて含有する 以下に掲げる 製品を、 製造し、 輸入し、 譲渡し、 提供し、 

又は 使用してほならないこととなりました。 

(1) 石綿セメント 円筒 

(2) 押出成形セメント 板 

(3) 住宅屋根用化粧スレート 

( め 繊維強化セメント 板 

(5) 窯業系サイディン ヴ " 

(6) クラッチフェーシンバ " 

(7) クラッチライニンバ " 

(8) ブレーキパッド 

(9) ブレーキライニンバ " 

(10) 接着剤 

3. 施行日 

平成 16 年 10 月「 日 
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